
 

１．事業の背景と目的 

  不動産流通の業者団体である公益社団法人愛知県宅地建物業協会が愛知県下の自治体と「空き家

等対策に関する協定」を締結（令和４年１月末現在４３自治体）し、関連組織である愛知宅建サポー

ト株式会社（以下、「サポート会社」という。）に業務委託の上、広範な空き家対策事業を展開してき

た。 

 

 中心事業としては、 

①協定自治体の市民を対象にした「空き家総合相談窓口」を開設し、空き家に関する各種相談対応を 

行い、不動産流通以外の専門的な相談に対しても他の士業団体との連携の下、ワンストップサービ

スを提供した。 

②空き家流通・相談の専門家としての知識を備えた者の資格制度を創設し、当該資格を「空き家マイ 

スター」と定義し、「空き家マイスター登録認定講座」を随時開催した。 

「空き家マイスター」を対象とし、前年度は国交省の空き家に関するモデル事業についての理解を 

深めるため説明や採択業者による事例紹介を更新講座にて行った。 

サポート会社が「空き家総合相談窓口」にて不動産流通の相談に基づき空き家所有者との間で媒介

受託した場合には、購入希望者の詮索を地域の「空き家マイスター」に依頼し早期の解決ができる

よう制度設計がされている。 

また、自治体主催の「空き家セミナー」と同時開催される個別相談会にて「空き家マイスター」を

派遣し随時対応した。 

③①、②を補完するため県内の空き家バンクを網羅的に運営できるよう「愛知県空き家・空き地バン
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 （https://akiyabk.com/） 

今後の課題 
・自治体提携数の増加に伴い、マンパワー不足が懸念される。 

 アウトソーシング等活用し、業務の効率化を図るよう推進する。 

https://akiyabk.com/


クポータルサイト」のシステムを構築した。 

 

 空き家相談は多岐に亘り、行政では対応できない売買・賃貸・管理・その他利活用・改修・解体・

相続・税金・ローン等の専門的な対応を「空き家総合相談窓口」にて引き続き担う。 

 また、これまでの「空き家総合相談窓口」に寄せられた相談事例をもとにし、行政の窓口において

も空き家担当者が一般的な空き家相談に対応することができるよう Q&A 集を作成し頒布する。また、

現場にて地域相談の担い手として空き家問題の解決に取り組む「空き家マイスター」に対しても同様

に人材育成の観点において、Q＆A 集を頒布する。 

 また、地域における空き家所有者等に「空き家マイスター」をより活用いただくため、その周知・

啓蒙策とし「空き家マイスター」のステッカーを作成し、「空き家マイスター」へ頒布の上、事務所に

掲示（貼付）いただく。そして、自治体に対しては「空き家マイスター」のステッカーが掲示された

「空き家マイスター在籍店」へ空き家問題を抱える住民は気軽にその相談できる趣旨のチラシを頒布

し、住民周知に対しての協力を依頼する。 

 これらの取り組みを行うことによって、地域の情勢に明るく、知識の豊富な「空き家マイスター」

の認知が向上し、相談体制の強化が図られるとともに、肌理の細かい対応が可能となる。また自治体

に寄せられた相談に基づき、詳細の把握のため「空き家マイスター」を空き家等の現地へ派遣するこ

とがあるが、本事業により行政及び空き家所有者の相互理解のもとスピーディーな対応が可能となる。 

 

①事業の趣旨・目的への適合性 

県下最大の不動産業者団体「公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会」のグループ組織として、自治

体との連携をより一層密に図る。県下自治体の提携数は４３自治体（令和４年１月末日現在）となり、

県下自治体数の８割にも届く勢いである。不動産のノウハウは勿論のこと、法務・金融等も民間事業

者に協力を仰ぎ事業を行う。成果物を広く一般消費者にも公開することから事業の趣旨・目的には大

いに適合している。 

 

②事業の実現可能性・熟度 

内外共に決裁が得られ、強固なコンセンサスが図れている。連携を図る民間業者にしてもいずれも既

取引先であり別事業でも連携を図っているため、事業執行の地盤は十分と判断し、事業実現可能性は

極めて高い。自治体との空き家に関する協定を根幹とする事業であるため、事業熟度も極めて高い。 

 

③事業の効率性 

空き家総合相談窓口のみの単一的な活動だけではなく、地域の空き家マイスターを活用することによ

り、相談者のニーズに合った相談対応が可能となれば、事業の効率性が一層増すことができる。その

ためには、一般消費者への広報・PR 事業は必要不可欠であり、効率的な資金投下を行いたい。 

 

④事業の持続可能性 

自治体との協定を根幹にする事業であるため、持続可能性は極めて高い。 

 

⑤事業の発展性・波及性 

県下自治体との協定数も増加しており、空き家総合相談窓口に寄せられる相談数も増加の一途を辿っ

ていることから発展性には富んでいる。相談におけるサンプルも数多く保有しており、これを本事業

の展開により成果として公表すれば、一般消費者・各自治体も空き家に関する知識、認識を深めるこ



とができ、汎用的な展開も可能と考え、空き家マイスター制度を含めた全国的な波及を期待している。 

 

⑥課題解決・事業の独自性、先進性 

特に具体的な取組内容③は愛知県下においては新規性が高い事業と考えられる。解決困難な問題解消

が図られることが、広範な意味で本モデル事業の趣旨・目的に沿うものとなる。 

他方、当社が運営する「愛知県空き家・空き地バンクポータルサイト」は空き家マイスター登録者の

みが物件登録可能であるが、物件入稿システムを令和３年２月にリニューアルを行い、物件登録が極

めて簡便となった。また、国交省が行う事業の一つである「グリーン住宅ポイント登録確認書」を空

き家マイスターが発行可能とするシステムも開発し、同年３月より実装された。自治体連携事業とし

ては、今後とも県下自治体とは強固な関係を構築したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

  

具体的な取組内容 担当組織（担当者別）の業務内容 担当組織（担当者） 

①自治体から寄せられる空き家相

談 Q＆A 集の作成 

相談内容の提供 
南知多町（堤田）、名古屋市（山口）

を含む各提携自治体（他は未定） 

法務相談対応 善利法律事務所（善利） 

金融相談対応 大垣共立銀行（福田） 

テキストの作成 株式会社ＳＴＣ（伊藤） 

空き家バンクのシステム構築 
株式会社システムクリエイト名古屋

（遠山） 

②自治体別空き家マイスター在籍

店ステッカー・PR チラシの作成 

ステッカーのデザイン・作成 ㈱大幸（冨田） 

PR チラシの作成 株式会社ＳＴＣ（伊藤） 

市民等に対する広報 提携自治体（未定） 

③相続財産管理人の活用による

所有者不明土地の相談窓口 

相続財産管理人候補者 善利法律事務所（善利） 

自治体との連絡窓口、物件の査定・

流通性判断 

愛知宅建サポート株式会社（平川・

吉田・神山・小川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

① 空き家バンクシステム対応

② ステッカーのデザイン・印刷

② PRチラシ印刷

③ 自治体からの案件対応

事業項目 具体的な取組内容

令和３年度



（２）事業の取組詳細 

①自治体から寄せられる空き家相談Ｑ＆Ａ集の作成 

    また、これまでの「空き家総合相談窓口」に寄せられた相談事例をもとにし、行政の窓口に

おいても空き家担当者が一般的な空き家相談に対応することができるようＱ＆Ａ集を作成し

頒布する。また、現場にて地域相談の担い手として空き家問題の解決に取り組む「空き家マ

イスター」に対しても同様に人材育成の観点において、Ｑ＆Ａ集を頒布する予定であったが、 

    自治体から寄せられる空き家相談の吸い上げが、計画における進捗が思うようにいかなかっ

た。少ないサンプル数ではあるものの、「愛知県空き家・空き地バンクポータルサイト」に

公開を行うこととした。Ｑ＆Ａ集の冊子による発刊は、本来求められる自治体からのＱ（空

き家相談）を十分に吸い上げた上で行いたい。 

 

 

写真１ 愛知県空き家・空き地バンクポータルサイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②自治体別空き家マイスター在籍店ステッカー・PR チラシの作成 

地域における空き家所有者等に「空き家マイスター」をより活用いただくため、その周知・啓

蒙策とし「空き家マイスター」のステッカーを作成し、「空き家マイスター」へ頒布の上、事

務所に掲示（貼付）いただく。そして、自治体に対しては「空き家マイスター」のステッカー

が掲示された「空き家マイスター在籍店」へ空き家問題を抱える住民は気軽にその相談できる

趣旨のチラシを頒布し、住民周知に対しての協力を依頼する。 

 

写真２ 空き家マイスター在籍店ステッカー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③相続財産管理人の活用による所有者不明土地の相談窓口 

各自治体において相続人不存在のため所有者不明土地が発生し、空き家等の除却等が出来ず、流

通が停滞するケースが散見される。従来自治体では、相続人のあることが明らかでないとき、利害関

係人が家庭裁判所に申立を行い、家庭裁判所が選任を行い、相続財産を管理・清算し財産が残れば

国庫に帰属する「相続財産管理人制度」の利用を検討し、その対応を図っていた。制度利用のために

は、「予納金」を裁判所に対し納付する必要があり、年度予算として計上する必要がある。しかし、自

治体には不動産のノウハウがないことにより、制度利用を敬遠している傾向にあった。そこで、サポー

ト会社がワンストップにて不動産のノウハウ提供と相続財産管理人の候補者の紹介を行う。自治体は

この相続財産管理人候補となる弁護士の紹介を受けると、予納金を自治体から頂戴しないシステム

を構築し提供する。このシステムを１つの方法論として、自治体空き家担当官からの所有者不明土地

に関する相談に対し、能動的に対応する。 

今年度は提携自治体３自治体の対応を行った。 

 

      

（３）成果 

①空き家相談Ｑ＆Ａ集 

愛知県空き家・空き地バンクポータルサイト（https://akiyabk.com/）への公開を行った。 

売買・賃貸と広範な相談についてのＱ＆Ａ集となった。特に空き家で困ったいる一般消費 

者が対象になるのは勿論、空き家相談に乗る方にも非常に参考となるものとなっている。 

空き家相談相談窓口、自治体の各窓口が案内できるような仕組みとなっている。 

また、今後は各自治体の了解が取り付けることが出来れば、各自治体空き家バンクにもリ 

ンクを貼るように推進する。 

 

    ②自治体別空き家マイスター在籍店ステッカー・ＰＲチラシ 

・在籍店ステッカー 

    愛知県内に登録のある空き家マイスターを対象に、店舗・事務所の目立つ場所に貼付い

ただくよう周知し、頒布した。特に、ステッカーのＰＲ効果を最大化に引き上げるため

に提携自治体へも周知し、各広報等で発信いただくよう依頼した。 

 

・在籍店ＰＲチラシ 

 当方が運営する空き家総合相談窓口の連絡先、空き家マイスターの商号・担当者名・電 

話番号・ＦＡＸ番号・取扱業務、各提携自治体が発信したい内容を掲載している。チラ 

シデザインは各提携自治体ごとに異なる。対象者は空き家に困っている一般消費者とな 

る。各提携自治体の空き家担当窓口に設置されており、自治体空き家担当官が相談対応 

する際にもツールの一助として役立っている。 

https://akiyabk.com/


  

 

写真３ 空き家マイスター在籍店ＰＲチラシ 

 

 

 

 

 



３．評価と課題 

①自治体から寄せられる空き家相談Ｑ＆Ａ集の作成 

 達成状況 ★★☆☆☆（４割程度） 

    自治体から寄せられる空き家相談の吸い上げが、計画と比較して進捗が思うようにいかなか

った。コロナ禍において積極的な営業活動、連携が図れなかったことが要因である。今後の

取組課題としては取り扱い自治体を拡大して、リスク分散を図れるよう取り組んでいく。 

しかしながら、少ないサンプル数ではあるものの、「愛知県空き家・空き地バンクポータル 

サイト」に公開を行うこととしたため、達成状況ゼロは免れたが、Ｑ＆Ａ集の冊子による発 

刊は要望が大きいので、本来求められる自治体からのＱ（空き家相談）を十分に吸い上げた 

上で行いたい。 

 

②自治体別空き家マイスター在籍店ステッカー・PR チラシの作成 

 達成状況 ★★★★★（９割程度） 

 ステッカー、ＰＲチラシ共に予定通りの作成が出来た。自治体、空き家マイスター、一般消費者への 

広報啓発もおおよそできたものと判断する。今後より一層の広報活動を提携自治体と連携しながら 

推進していきたい。 

 

③相続財産管理人の活用による所有者不明土地の相談窓口 

 達成状況 ★★★☆☆（６割程度） 

 今年度は提携自治体３自治体の対応を行い、その内、１件は当社が相続財産管理人側の仲介に

入り、手続きを進めた。相続財産管理人としては、より価格の高い先への売却を裁判所から求められ

るため、宅建業者会員の支援組織である当社としては、公正・公平なルールの確立を求められた。今

後は自治体等からの要望等を鑑みながら、事業を推進したい。 

 

 

４．今後の展開 

引き続き、未提携自治体との提携の推進、既存提携自治体との事業の推進を図る。当社が推進

する空き家対策事業は、自治体との連携であることが大前提であるため、関係性の構築に尽力

する。空き家相談Ｑ＆Ａ集は次年度、取り扱い自治体、Ｑ＆Ａの質・量共にパワーアップさせ、

発刊にこぎつけたい。 

また、愛知県内空き家所有者（一般消費者）への周知・ＰＲ活動を更に加速させたい。業界内

でＤＸ化が加速しており、インターネット戦略・ＳＮＳ戦略も積極的に取り入れ、年齢層に関

係なく、【ハトマークの宅建協会】、【空き家マイスター】を認知してもらうべき活動を展開して

いく。 

得られた成果は、長期間に亘り汎用的に利用できるものと思慮する。特に我々が開発・頒布す 

るツールを有効に利用いただくために、自治体との密な打合せ・連携は必要不可欠である。な 

お、当社が実務を担う空き家対策事業は自治体との提携に基づく事業であるため、半永久的に 

継続するものとなる。平成２９年より当社としての事業は実施しているが、年々自治体の要望 

に応じて、取組内容も増え、発展している。引き続き、住宅市場を活用したモデル事業採択事 

業者として事業を展開していく。 

 

 



 

■事業主体概要・担当者名 

設立時期 平成２５年１０月１日 

代表者名 尾頭 一喜 

連絡先担当者名 吉田 

連絡先 
住所 〒451-0031 名古屋市西区城西 5-1-14 

電話 052-522-2625 

ホームページ http://www.aichitakken-sp.com/ 
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